
労働者派遣法に基づく情報提供 

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 23 条第 5 項の規定

に従い、下記情報を提供いたします。 

 

事業所の名称：株式会社プラスアルファ 

事業所の所在地：東京都渋谷区神泉町 8-16渋谷ファーストプレイス 5階 

 

1. 派遣労働者の数 

 464人（令和 5年 6月 1日現在） 

 

2. 労働者派遣の役務の提供を受けた者の数 

派遣先事業所数（実数） 79件（令和 4年度） 

 

3. 派遣料金・派遣労働者の賃金等に関する事項 

労働者派遣に関する料金の額の平均額 16,664円（令和 4年度） 

派遣労働者の賃金の額の平均額 11,912円（令和 4年度） 

マージン率    28.5％ 

※但し、マージンには社会保険料・教育訓練費等を含む 

 

4. 労働者派遣法第 30条の 4第 1項に関する事項 

労使協定を締結しているか否か  締結済み 

協定の対象となる派遣労働者の範囲  全ての派遣労働者 

協定の有効期間の終期   令和 6年 3月 31日 

 

5. 派遣労働者のキャリア形成に支援制度に関する事項 

キャリアアップに資する教育訓練に関する計画内容 

訓練の内容等 対象 訓練の方法 訓練の実施主体 訓練負担・賃金支給 

ビジネスマナー研修 
派遣 

労働者

※就業

年次に

応じて 

OFF-JT 

（e-ラーニング

にて実施） 

事業主 無償・有給 

コミュニケーション研修 

PC操作研修 

クレーム対応研修 

リーダー研修 

 

キャリアコンサルティングの相談窓口：03-5728-5498 キャリアコンサルタント担当 


